
 

国家公務員法等の一部を改正する法律案要綱 

第一 国家公務員法の一部改正（第一条関係） 

一 再就職等監視委員会の事務に、第百六条の二から第百六条の四までの規定の遵守のために必要な事項

について、任命権者に指導及び助言を行うことを追加するものとすること。 

二 再就職等監視委員会は、第百六条の二十一第三項の勧告をしたときは、その旨を公表しなければなら

ないものとすること。 

第二 国家公務員法の一部改正（第二条関係） 

一 一般職及び特別職 

１ 特別職たる機関の長の秘書官及び宮内庁の職員のうち特別職とするもの並びに防衛省の職員のうち

一般職とするものを政令で指定するものとすること。 

２ ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び第二条に規定する一般職に属するか特別職に属す

るかを決定する権限を内閣総理大臣が有するものとすること。  

二 人事行政の原則 



 

１ 職員に関する人事行政は、国民全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行

われなければならないものとすること。 

２ 職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び幹

部候補育成課程の育成の対象であるか否か又はあったか否かにとらわれてはならず、この法律に特段

の定めがある場合を除くほか、人事評価（任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、

職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の

評価をいう。以下同じ。）に基づいて適切に行われなければならないものとすること。 

三 労働関係に関する制度 

勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によってこれ

を定めるものとすること。     

四 任免の根本基準 

任免の根本基準の実施につき必要な事項は、政令で定めるものとすること。   

五 管理職員の定義 



 

管理職員の定義は、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれら

の官職に準ずる官職であって政令で定めるもの（以下「管理職」という。）を占める職員をいうものと

すること。   

六 欠員補充の方法 

欠員補充の方法について、政令で定めるものとすること。  

七 採用の方法 

職員の採用について、医師その他の法令に基づく資格を有する者をもって充てるべき官職又は職務の

内容若しくは職務に必要な能力及び適性が専門的である官職であって、競争試験による採用の必要がな

いもの又は競争試験による採用が不適当であるものとして政令で定める官職に採用しようとする場合そ

の他の場合には選考の方法によることを妨げないものとすること。   

八 採用試験の実施 

採用試験は、第二章第二節第二款の定めるところにより、試験機関（公務員庁又は採用試験を実施す

る行政機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。）が、公正に実施するものとすること。 



 

九 受験の資格要件 

採用試験の受験者の資格要件について、政令で定めるものとすること。  

十 採用試験の内容 

１ 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準

職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを客観的かつ多角的に判

定できるものでなければならないものとすること。 

２ 採用試験に係る官職、当該官職の区分に応じた採用試験の種類その他採用試験の実施に関し必要な

事項は、政令で定めるものとすること。 

３ 試験機関は、政令で定めるところにより、合格者を決定する方法を定め、採用試験の公正な実施に

支障を及ぼすおそれがある事項を除き、あらかじめ、公表するものとすること。 

十一 採用試験の告知 

１ 採用試験の告知につき、内閣総理大臣が必要と認める注意事項等を記載するものとすること。 

２ 採用試験の告知に係る公告につき、政令で定めるものとすること。 



 

３ 内閣総理大臣は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならな

いものとすること。 

４ 内閣総理大臣は、公告された採用試験又は実施中の採用試験を取り消し、又は変更することができ

るものとすること。 

十二 合格の取消し等 

試験機関は、不正の手段によって採用試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくは

この法律に基づく政令に違反した者に対しては、当該採用試験を受けることを禁止し、又は合格の決定

を取り消すことができるものとすること。  

十三 試験に関する報告要求等 

１ 内閣総理大臣は、八の政令で定める行政機関に対し、政令で定めるところにより、採用試験の実施

状況について報告を求めることができるものとすること。 

２ 内閣総理大臣は、１の行政機関が法令に違反して採用試験を行った場合には、その是正のため必要

な指示を行うことができるものとすること。   



 

十四 名簿の作成 

試験機関は、政令で定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとすること。 

十五 名簿の失効 

採用候補者名簿が、内閣総理大臣の定める事由等に該当するときは、内閣総理大臣は、これを失効さ

せることができるものとすること。  

十六 選考の実施 

１ 選考は、政令で定めるところにより、任命権者が公正に実施するものとすること。 

２ 選考は、選考をされる者が、当該選考に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準

職務遂行能力及び当該選考に係る官職についての適性を有するかどうかを客観的かつ多角的に判定で

きるものでなければならないものとすること。  

十七 選考の告知 

任命権者は、選考を行おうとする場合には、政令で定めるところにより、当該選考の告知を公告によ

り行わなければならないものとすること。ただし、職員が任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等と



 

なるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として当

該職員であった者を採用しようとする場合（一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以

上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として採用しようとする場合を含

む。）に選考を行おうとする場合、当該官職が極めて高度の知識又は特殊な経験を必要とするものであ

ることにより、当該選考の告知を行うことが適当でないと認められる場合その他これらに類する場合と

して政令で定める場合にあっては、この限りでないものとすること。  

十八 選考の受託 

公務員庁は、任命権者の委託により、十六及び十七の事務の一部を行うことができるものとすること。 

十九 採用昇任等基本方針 

１ 採用昇任等基本方針に、次に掲げる事項を追加するものとすること。 

イ 管理職への任用に関する指針 

ロ 任命権者を異にする官職への任用に関する指針 

ハ 職員の公募（官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、



 

当該官職の候補者を募集することをいう。以下同じ。）に関する指針 

ニ 官民の人材交流（国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第三項に規定する交流派遣

及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の選考による採用その他これらに準ずるもの

として政令で定めるものをいう。）に関する指針 

２ １のハの指針を定めるに当たっては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募

の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとすること。 

二十 採用試験による採用 

第三十三条第一項の規定にかかわらず、任命権者は、採用候補者名簿に記載されている者の中から採

用することができない場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、当該官職と職務の内

容が類似し、かつ、その職務の複雑及び責任の度が同等以上の官職に係る採用候補者名簿に記載されて

いる者の中から、面接を行い、その結果を考慮して、当該官職への採用を行うことができるものとする

こと。  

二十一 昇任、降任及び転任 



 

任命権者は、第三十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、現に任命されている官職と異なる官

職に係る採用試験に合格した職員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うこ

とができるものとすること。  

二十二 条件付採用 

条件付採用の例外とする場合を定めるほか、条件付採用に関し必要な事項等について、政令で定める

ものとすること。    

二十三 臨時的任用 

臨時的任用に関し必要な事項等について、政令で定めるものとすること。  

二十四 職員の公募 

任命権者は、官職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において職員の公

募を行うときは、政令で定める手続に従って行わなければならないものとすること。 

二十五 選考による採用に関する報告要求等 

１ 人事公正委員会は、任命権者に対し、人事公正委員会規則で定めるところにより、選考による職員



 

の採用の実施状況について報告を求めることができるものとすること。 

２ 人事公正委員会は、任命権者が法令に違反して選考による職員の採用を行った場合には、その是正

のため必要な指示を行うことができるものとすること。 

３ 人事公正委員会が２による指示を行った場合には、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならな

いものとすること。   

二十六 休職、復職、退職及び免職 

職員の休職、復職、退職及び免職について、この法律及びこの法律に基づく政令に従い、これを行う

ものとすること。    

二十七 管理職への任用に関する運用の管理 

１ 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、

管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとすること。 

２ 内閣総理大臣は、管理職への任用の状況に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、

管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができるものとする



 

こと。   

二十八 任命権者を異にする管理職への任用に係る調整 

内閣総理大臣は、任命権者（自衛隊法第三十一条第一項の規定により自衛隊員の任免について権限を

有する者を含む。以下二十八及び三十一の４において同じ。）を異にする管理職（同法第三十条の二第

一項第七号に規定する管理職を含む。）への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提

供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとすること。   

二十九 人事に関する情報の管理 

内閣総理大臣は、第二章第二節第七款及び第八款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、各省その

他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の管理職員、課程対象者その他これらに準ずる

職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができるものとすること。 

三十 特殊性を有する管理職等の特例 

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣法制局及び内閣府を除く。）の官職（その任命権者が

内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。）並びに検察庁、会計検査院及び警察庁の官職



 

について、その職務の特殊性に配慮し、二十七の適用除外その他所要の規定の整備を行うものとするこ

と。  

三十一 幹部候補育成課程 

１ 各大臣等は、幹部候補育成課程を設け、内閣総理大臣が定める基準に従い、運用するものとするこ

と。 

２ １の基準においては、課程対象者の選定及び判定、研修の実施、多様な勤務を経験する機会の付与

その他幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項を定めるもの

とすること。 

３ 内閣総理大臣は、各大臣等に対し、基準に照らして必要な措置を求めることができるものとするこ

とその他の幹部候補育成課程の運用の管理について定めるものとすること。 

４ 任命権者を異にする官職（自衛隊法第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占め

る職を含む。）への課程対象者の任用に係る調整についての規定を整備するものとすること。   

三十二 派遣の場合 



 

１ 任命権者は、別に法律で定める場合のほか、次に掲げる場合には職員を派遣することができるもの

とすること。 

イ 当該職員が、学術に関する調査、研究又は指導であって、当該職員の職務に関係があると認めら

れるものに、学校、研究所、病院その他内閣総理大臣の指定する公共的施設（ロにおいて「指定研

究所等」という。）において従事する場合（ロに掲げる場合を除く。） 

ロ 当該職員が、国及び特定独立行政法人以外の者が国（当該職員が特定独立行政法人の職員である

場合にあっては、当該特定独立行政法人。以下ロにおいて同じ。）と共同して又は国の委託を受け

て行う科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する試験又は研究（以下ロにおいて「共

同研究等」という。）であって、当該職員の職務に関係があると認められるものに、指定研究所等

又は内閣総理大臣が当該共同研究等に関し指定する施設において従事する場合 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める場合 

２ 任命権者は、１により職員の派遣を行おうとするときは、派遣先の要請に基づいて、かつ、当該職

員の同意を得て、これを行わなければならないものとすること。  



 

三十三 派遣の期間及び効果 

派遣の期間及び派遣期間の満了等による職務への復帰、職員として身分保有、職務に従事しないこと、

派遣期間中第五十二条第一項に規定する給与に関する法律で別段の定めをしない限り何らの給与を受け

てはならないことなど派遣の効果について定めるものとすること。  

三十四 給与の根本基準 

職員の給与は、生計費、民間における賃金その他の事情を考慮して定められなければならないものと

すること。   

三十五 給与に関する制度についての調査研究等 

内閣総理大臣は、職員の給与に関する制度について、随時、調査研究を行い、その結果を公表するも

のとすること。   

三十六 給与の支払の監理 

１ 内閣総理大臣は、職員に対する給与の支払を監理するものとすること。 

２ 職員に対する給与の支払は、この法律及び給与に関する法律に反して行ってはならないものとする



 

こと。   

三十七 給与簿 

給与簿は、いつでも内閣総理大臣が指定する職員が検査し得るようにしておかなければならないもの

とし、給与簿に関し必要な事項は政令で定めるものとすること。   

三十八 給与簿の検査と違法の支払に対する措置 

給与簿の検査及び違法な給与の支払に対する必要な措置は内閣総理大臣が行うものとすること。 

三十九 能率の根本基準 

１ 職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項その他能率の根本基準の実施につき必要な事項は、

この法律及び他の法律に定めるものを除いては、政令で定めるものとすること。 

２ １の政令で定める職員の保健及び安全保持並びに厚生に関する事項は、労働安全衛生法、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他の法令に定める民間事業の従事

者の安全衛生及び福祉に関する事項との均衡を考慮して定められるものとすること。 

四十 能率増進計画 



 

職員の研修に関する事項についての能率増進計画は、第六十三条第一項の目的を達成するために必要

かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならないものとすること。 

四十一 能率の増進を図るための意見の申出 

内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、国家公務員宿舎法又は国

家公務員等の旅費に関する法律の執行について、関係庁の長に意見を述べることができるものとするこ

と。     

四十二 分限、懲戒及び保障の根本基準 

分限、懲戒及び保障の根本基準の実施につき必要な事項は、政令（勤務条件に関する行政措置の要求

及び職員の意に反する不利益な処分の審査に関する事項については、人事公正委員会規則）で定めるも

のとすること。   

四十三 身分保障 

職員は、第六十九条各号に掲げる場合との権衡を考慮して政令で定める事由に該当するときは、降給

されるものとすること。  



 

四十四 離職 

職員の離職に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。   

四十五 本人の意に反する降任及び免職の場合 

職員が第六十九条の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、職

員をその意に反して、これを降任し、又は免職することができるものとすること。 

四十六 本人の意に反する休職の場合 

水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合及び第七十条第一号から第三号

までの規定により休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合

において定員に欠員がないときは、職員をその意に反して休職することができるものとすること。 

四十七 休職の期間及び効果 

第七十条第一号及び第三号に掲げる場合における休職は三年を超えない範囲内で政令で定める期間又

は休職の事由が消滅するまでの期間のいずれか短い期間とする等の休職の期間並びに休職の期間が終了

したときは休職とされた職員が離職する場合を除き速やかに復職を命じなければならないこと等の休職



 

の効果について定めるものとすること。  

四十八 適用除外 

臨時的職員及び条件付採用期間中の職員の分限について、臨時的任用又は条件付採用の性質をそれぞ

れ考慮して政令で必要な事項を定めるものとすること。  

四十九 定年による退職 

年齢六十年と異なる定年の職員について、政令で定めるものとすること。  

五十 定年による退職の特例 

定年による退職の特例に係る期限の延長について、内閣総理大臣の承認を得るものとすること。 

五十一 定年退職者等の再任用 

１ 常時勤務を要する官職に係る再任用の対象者について、政令で定めるものとすること。 

２ 再任用の任期の更新について、政令の定めるところによるものとすること。  

五十二 懲戒の場合 

１ 内閣総理大臣は、懲戒処分に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めるものとするこ



 

と。 

２ 内閣総理大臣は、１の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならないものとすること。  

五十三 懲戒の効果 

１ 停職の期間は、一年以内とするものとすること。 

２ 減給は、一年以内の期間、俸給の月額の五分の一に相当する額以下の額を給与の額から減ずるもの

とすること。      

五十四 懲戒権者 

人事公正委員会は、職員が国家公務員倫理法又はこれに基づく命令（同法第五条第三項の規定に基づ

く訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。）に違反した場合に限り、この法律に規定された調

査を経て当該職員を懲戒手続に付することができるものとすること。   

五十五 国家公務員倫理審査会への権限の委任 

人事公正委員会は、五十四による権限を国家公務員倫理審査会に委任するものとすること。 



 

五十六 刑事裁判との関係 

懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事公正委員会又は人事公正委

員会の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができるものとする

こと。 

五十七 措置要求 

勤務条件に関する行政措置の要求があったときは、人事公正委員会が事案の審査、判定等を行うもの

とすること。 

五十八 職員の意に反する不利益な処分に関する審査 

不利益処分に関し不服申立てがあったときは、人事公正委員会が事案の調査を行い、処分の承認、修

正、取消し等を行うものとすること。  

五十九 服務の根本基準 

服務の根本基準の実施につき必要な事項は、政令（政治的行為の制限及び営利企業に関する制限に関

する事項については、人事公正委員会規則）で定めるものとすること。 



 

六十 団結権の制限 

警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図るこ

とを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならないものとすること。 

六十一 秘密を守る義務 

１ 秘密を守る義務に関する第九十八条第一項から第三項までの規定は、人事公正委員会で扱われる調

査又は審理の際人事公正委員会から求められる情報に関しては、これを適用しないものとすること。 

２ 九十五の１により権限の委任を受けた再就職等監視・適正化委員会が行う調査に関する１の適用に

ついて、所要の読替えを定めるものとすること。 

六十二 政治的行為の制限 

政治的行為の制限について、人事公正委員会規則で定めるものとすること。 

六十三 営利企業に関する制限 

１ 第百一条第一項の営利企業の役員等との兼業等の制限の規定は、人事公正委員会規則で定めるとこ

ろにより、所轄庁の長の申出により人事公正委員会の承認を得た場合には、これを適用しないものと



 

すること。 

２ 営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の企業に対する関係の存続が職員の職務遂行上適当で

ないと認めるときに当該職員への通知は人事公正委員会が行い、通知内容についての異議申立ては人

事公正委員会に行うものとすること。 

３ 人事公正委員会が異議申立てについて調査をした結果、通知の内容が正当であると決定された職員

等は、人事公正委員会規則で定めるところにより、人事公正委員会規則で定める期間内に、その企業

に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならないものとすること。 

六十四 他の事業又は事務の関与制限 

他の事業又は事務の関与制限に関し、職員が三十二の１により派遣される場合にあっては、当該職員

の所轄庁の長の申出による内閣総理大臣の承認を要するものとすること。 

六十五 他の役職員についての依頼等の規制 

第百四条第一項の規定は、七十六の就職の援助として行う場合には適用しないものとすること。 

六十六 在職中の求職の規制 



 

１ 第百五条第一項の規定は、七十六の就職の援助を受けて利害関係企業等との間で当該利害関係企業

等又はその子法人の地位に就くことに関して職員が行う場合及び人事公正委員会規則で定める手続に

より人事公正委員会の承認を得た職員が当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合には適用し

ないものとすること。 

２ １の人事公正委員会が承認する権限は、再就職等監視・適正化委員会に委任するものとし、再就職

等監視・適正化委員会は、当該権限を、人事公正委員会規則で定めるところにより、再就職等監察官

に委任することができるものとすること。 

３ 再就職等監視・適正化委員会が２により委任を受けた権限に基づき行う承認についての行政不服審

査法による不服申立ては、再就職等監視・適正化委員会に対して行うことができるものとすること。 

六十七 再就職者による依頼等の規制 

１ 第百六条第一項から第四項までの規定は、人事公正委員会規則で定める手続により人事公正委員会

の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上

の行為をするように要求等する場合には適用しないものとすること。 



 

２ １の人事公正委員会が承認する権限は、再就職等監視・適正化委員会に委任するものとし、再就職

等監視・適正化委員会は、当該権限を、人事公正委員会規則で定めるところにより、再就職等監察官

に委任することができるものとすること。 

３ 再就職等監視・適正化委員会が２により委任を受けた権限に基づき行う承認についての行政不服審

査法による不服申立ては、再就職等監視・適正化委員会に対して行うことができるものとすること。 

４ 職員は、第百六条第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から要求等を受けたときは、人事公正

委員会規則で定めるところにより、再就職等監察官にその旨を届け出なければならないものとするこ

と。  

六十八 違反行為の疑いに係る任命権者の報告 

任命権者は、職員又は職員であった者に再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、

その旨を再就職等監視・適正化委員会に報告しなければならないものとすること。 

六十九 任命権者による調査 

任命権者は、再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、再就職等監視・適正化委員



 

会にその旨を通知しなければならず、再就職等監視・適正化委員会は、任命権者が行う調査の経過につ

いて、報告を求め、又は意見を述べることができ、任命権者は、調査を終了したときは、遅滞なく、再

就職等監視・適正化委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならないものとすること。 

七十 任命権者に対する調査の要求等 

再就職等監視・適正化委員会は、職員又は職員であった者に再就職等規制違反行為を行った疑いがあ

ると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めること

ができるものとすること。  

七十一 共同調査 

再就職等監視・適正化委員会は、六十九により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、

再就職等規制違反行為に関し、再就職等監察官に任命権者と共同して調査を行わせることができるもの

とすること。  

七十二 再就職等監視・適正化委員会による調査 

再就職等監視・適正化委員会は、職員又は職員であった者に再就職等規制違反行為を行った疑いがあ



 

ると思料する場合であって、特に必要があると認めるときは、当該再就職等規制違反行為に関する調査

の開始を決定し、再就職等監察官に当該調査を行わせることができ、当該調査を終了したときは、遅滞

なく、任命権者に対し、当該調査の結果を通知しなければならないものとすること。 

七十三 勧告 

１ 再就職等監視・適正化委員会は、六十九、七十一又は七十二の調査の結果、任命権者において懲戒

処分その他の措置を行うことが適当であると認めるときは、任命権者に対し、当該措置を行うべき旨

の勧告をすることができるものとすること。 

２ 任命権者は、１の勧告に係る措置について、再就職等監視・適正化委員会に対し、報告しなければ

ならないものとすること。 

３ 再就職等監視・適正化委員会は、内閣総理大臣に対し、第二章第九節及び第三章第二節の規定の適

切な運用を確保するために必要と認められる措置について、勧告することができるものとすること。 

４ 再就職等監視・適正化委員会は、３の勧告をしたときは、その旨を公表しなければならないものと

すること。    



 

七十四 人事公正委員会規則制定の要求 

再就職等監視・適正化委員会は、その所掌する事務について、人事公正委員会に対し、案をそなえて、

人事公正委員会規則の制定を求めることができるものとすること。 

七十五 人事公正委員会規則への委任 

第百七条から百十三条までに規定するもののほか、第二章第九節第二款の規定の施行に関し必要な事

項は、人事公正委員会規則で定めるものとすること。    

七十六 内閣総理大臣の援助 

内閣総理大臣は、第六十九条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる職員の離

職に際しての離職後の就職の援助を行うものとすること。  

七十七 退職年金制度に関する意見の申出 

内閣総理大臣は、年金制度に関し調査研究を行い、必要な意見を関係大臣に申し出ることができるも

のとすること。      

七十八 団結権を制限される職員の勤務条件 



 

六十の職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定め

るものとすること。        

七十九 各省各庁の長等が定める勤務条件 

各省各庁の長（内閣総理大臣、各省大臣及び会計検査院長並びに宮内庁長官、各外局の長及び警察庁

長官をいう。）又はその委任を受けた部内の国家公務員は、法律又はこれに基づく命令の規定に反しな

い限りにおいて、その所属の職員の勤務条件を定めることができるものとすること。 

八十 人事公正委員会の設置 

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣総理大臣の所轄の下に、人事公正委員会（八

十一から九十八までにおいて「委員会」という。）を置くものとすること。 

八十一 任務 

委員会は、公務の公正性を確保し、かつ、職員の利益を保護するため、職員に関する人事行政の公正

の確保を図ることを任務とするものとすること。   

八十二 所掌事務 



 

委員会は、八十一の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。 

イ 職員の勤務条件に関する行政措置の要求及び不利益な処分についての不服申立てその他の職員の

苦情を処理すること（他の行政機関の所掌に属するものを除く。）。 

ロ 第百条の規定による職員の政治的行為の制限及び第百一条の規定による営利企業に関する制限に

関する事務 

ハ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第四条第一項の規定により交流基準を制定すること。 

ニ 百の事務 

ホ 国家公務員倫理法第十一条の規定により国家公務員倫理審査会の所掌事務とされた事項に関する

事務 

へ 九十六により関係大臣その他の機関の長に対し人事行政の改善に関する勧告を行うこと。 

ト イからへまでに掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき委員会に属させ

られた事務    

八十三 職権の行使 



 

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとすること。  

八十四 組織 

１ 委員会は、委員長及び委員二人をもって組織するものとすること。 

２ 委員は、非常勤とするものとすること。  

八十五 委員長及び委員の任命 

１ 委員長及び委員は、人格が高潔であり、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうち

から、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものとすること。 

２ 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散の

ために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、１にかかわらず、１の資格を有

する者のうちから、委員長又は委員を任命することができるものとすること。 

３ ２の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならないものと

すること。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにそ

の委員長又は委員を罷免しなければならないものとすること。 



 

４ 委員長の任免は、天皇が、これを認証するものとすること。 

５ 任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ

政党員であった者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者

となった者は、委員長又は委員となることができないものとすること。 

６ 委員長及び委員の任命については、そのうち二人以上が同一の政党に属することとなってはならな

いものとすること。   

八十六 任期 

１ 委員長及び委員の任期は、四年とするものとすること。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、

前任者の残任期間とするものとすること。 

２ 委員長及び委員は、再任されることができるものとすること。ただし、引き続き十二年を超えて委

員長及び委員に在任することはできないものとすること。 

３ 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続

きその職務を行うものとすること。  



 

八十七 身分保障 

委員長及び委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されるこ

とがないものとすること。 

イ 破産手続開始の決定を受けたとき。 

ロ 禁錮以上の刑に処せられたとき、又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられたとき。 

ハ 第十一条第四号に掲げる者に該当することとなったとき。 

ニ 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違

反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 

八十八 罷免 

１ 内閣総理大臣は、委員長又は委員が八十七のイからニまでのいずれかに該当するときは、その委員

長又は委員を罷免しなければならないものとすること。 

２ 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなったときは、八十

七にかかわらず、これらの者のうち一人以外のものについては、両議院の同意を得て、罷免するもの



 

とすること。 

３ ２は、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではないものとす

ること。   

八十九 服務 

１ 第九十八条第一項及び第百条の規定は、委員長及び委員に準用するものとすること。 

２ 第百一条第一項及び第二項並びに第百二条の規定は、委員長に準用するものとすること。 

３ 委員長は、他の官職を兼ねてはならないものとすること。  

九十 給与 

委員長及び委員の給与は、別に法律で定めるものとすること。  

九十一 委員長 

１ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとすること。 

２ 委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めてお

かなければならないものとすること。  



 

九十二 会議 

１ 委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

ものとすること。 

２ 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる

ものとすること。 

３ 委員会が八十七のニによる認定をするには、１及び２にかかわらず、本人以外の二人の者が出席し、

両者の一致した議決がなければならないものとすること。 

４ 委員長に事故がある場合の１及び２の適用については、九十一の２の委員長の職務を代理する者は、

委員長とみなすものとすること。  

九十三 規則の制定 

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別

の委任に基づいて、人事公正委員会規則を制定することができるものとすること。 

九十四 人事公正委員会の調査 



 

１ 委員会又はその指名する者（第二章第九節第一款に定める事項（以下「再就職等規制」という。）

については、委員会）は、委員会の所掌する事項に関し、調査することができるものとすること。 

２ 委員会又は１により指名された者（再就職等規制については、委員会）は、１の調査に関し必要が

あるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類（電磁的記録を含む。

百八の２において同じ。）若しくはその写しの提出を求めることができるものとすること。 

３ 委員会は、１の調査（再就職等規制に関して行われるものに限る。）に関し必要があると認めると

きは、当該調査の対象である職員若しくは職員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該職員の勤

務する場所（職員として勤務していた場所を含む。）に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査

し、若しくは関係者に質問することができるものとすること。 

４ 委員会は、１の調査（職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。）に関し必要が

あると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は１により指名された者

に、当該職員の勤務する場所（職員として勤務していた場所を含む。）に立ち入らせ、帳簿書類その

他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとすること。 



 

５ ３及び４により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、これを提示しなければならないものとすること。 

６ ３及び４による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものとす

ること。   

九十五 調査に関する権限の委任 

１ 委員会は、九十四による権限のうち再就職等規制に関して行われるもの（第八十七条第一項に規定

する不服申立てに係るものを除く。）を再就職等監視・適正化委員会に委任するものとすること。 

２ 委員会は、九十四による権限のうち職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるもの（第八十七

条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。）を国家公務員倫理審査会に委任するものとする

こと。  

九十六 人事行政改善勧告 

１ 委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、人事行政の改

善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができるものとすること。 



 

２ １の場合においては、委員会は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならないものとすること。 

九十七 法令の制定改廃に関する意見の申出 

１ 内閣総理大臣は、この法律に基づく政令（職員の任免、分限及び懲戒に関するものに限る。）の制

定又は改廃の立案に際しては、あらかじめ、委員会にその内容を通知するものとすること。 

２ 委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣

に対し、１による通知に係る政令その他法令の制定又は改廃に関し意見を申し出ることができるもの

とすること。  

九十八 事務局 

１ 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとすること。 

２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置くものとすること。 

３ 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理するものとすること。  

九十九 再就職等監視・適正化委員会の設置 

人事公正委員会に、再就職等監視・適正化委員会（百から百六までにおいて「委員会」という。）を



 

置くものとすること。    

百 所掌事務 

委員会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。 

イ 六十六の２及び六十七の２により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。 

ロ 九十五の１により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。 

ハ 再就職等規制の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うこと。 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた

事項を処理すること。   

百一 職権の行使 

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとすること。  

百二 組織 

１ 委員会は、委員長及び委員四人をもって組織するものとすること。 

２ 委員は、非常勤とするものとすること。 



 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとすること。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとすること。 

百三 委員長及び委員 

委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることが

でき、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴

（検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。）を有しない者のうち

から、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものとすること。 

百四 再就職等監察官 

１ 委員会に、再就職等監察官を置くものとすること。 

２ 再就職等監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとすること。 

イ 六十六の２及び六十七の２により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。 

ロ 六十七の４による届出を受理すること。 

ハ 七十一及び七十二による調査を行うこと。 



 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた

事項を処理すること。 

３ 再就職等監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定めるものとすること。 

４ ３のほか、再就職等監察官は、非常勤とするものとすること。 

５ 再就職等監察官は、役職員又は自衛隊員としての前歴（検察官その他の職務の特殊性を勘案して政

令で定める者としての前歴を除く。）を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣

が任命するものとすること。   

百五 事務局 

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとすること。  

百六 政令への委任 

九十九から百五までのほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。 

百七 国家公務員倫理審査会 

第三章第二節に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより人事公正委員会に置かれる審議会



 

等は、国家公務員倫理審査会とし、国家公務員倫理法（これに基づく命令を含む。）の定めるところに

よるものとすること。  

百八 内閣総理大臣の調査 

１ 内閣総理大臣は、この法律に定める人事行政に関する事項（八十二により人事公正委員会の所掌に

属するものを除く。）に関し調査することができるものとすること。 

２ 内閣総理大臣は、１の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係が

あると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができるものとすること。 

百九 職員の人事行政に関する業務の報告 

内閣総理大臣及び人事公正委員会は、それぞれ、毎年、内閣を経て国会に対し、職員の人事行政に関

する業務の状況を報告するとともに、公表しなければならないものとすること。 

百十 人事管理官 

人事管理官は、内閣総理大臣及び人事公正委員会との緊密な連絡並びにこれらに対する協力に努めな

ければならないものとすること。  



 

百十一 政令等への委任 

１ この法律その他の法律及びこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の人事行政及び人事管理

に関する文書の保存に関し必要な事項は、政令（人事公正委員会の所掌する事務に関する文書につい

ては、人事公正委員会規則）で定めるものとすること。 

２ この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令（人事公正委員会の所掌

する事務に関する事項については、人事公正委員会規則）で定めるものとすること。 

百十二 一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、この法律の特例を要する場合

においては、別に法律又は政令（人事公正委員会の所掌する事項については、人事公正委員会規則）を

もって、これを規定できることができるものとすること。  

百十三 労働組合法（第十九条から第十九条の十一まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第二

項、第二十六条第一項、第二十七条の二十四から第二十七条の二十六まで、第二十九条及び第三十条の

規定を除く。）及びこれらの法律に基づいて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、こ

れを適用しないものとすること。 



 

第三 内閣法の一部改正（第三条関係） 

一 内閣官房のつかさどる事務に、行政機関の幹部職員の任免に関しその適切な実施の確保を図るために

必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務を追加するものとすること。  

二 内閣人事局 

１ 内閣官房に内閣人事局を置き、内閣人事局は第三の一に掲げる事務をつかさどるものとすること。 

２ 内閣人事局に、内閣人事局長を置くものとすること。 

３ 内閣人事局長は、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官又は関係

のある副大臣その他の職を占める者の中から指名する者をもって充てるものとすること。 

第四 検察官の俸給等に関する法律の一部改正（第四条関係） 

総務省から公務員庁に機能を移管することに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第五 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正（第五条関係） 

国家公務員の労働関係に関する法律に基づき中央労働委員会に公労使の国家公務員担当委員を置くも

のとすること等に伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。 



 

第六 労働組合法の一部改正（第六条関係） 

中央労働委員会が一般職の国家公務員に係る労働組合の認証、不当労働行為事件の審査、あっせん、

調停及び仲裁等に関する事務を所掌することに伴い、中央労働委員会の委員等について必要な体制を整

備するなど所要の規定の整備を行うものとすること。 

第七 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正（第七条関係） 

自律的労使関係制度を措置するとともに、総務省から公務員庁に機能を移管することに伴い、所要の

規定の整備を行うものとすること。 

第八 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正（第八条関係） 

一 人事公正委員会委員長等の俸給月額について定めるものとすること。 

二 総務省から公務員庁に機能を移管することに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第九 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正（第九条関係） 

一 給与の支払 

１ 一般職の職員の給与に関する法律に基づく給与は、現金で、直接職員に、その全額を支払わなけれ



 

ばならないものとすること。 

２ 法律に別段の定めがある場合又は確実な支払の方法であって政令で定めるものによる場合において

は現金以外のもので支払い、通勤手当の返納等法律に別段の定めがある場合には給与の一部を控除し

て支払うことができるものとすること。    

二 指定職俸給表の号俸の額及び俸給の特別調整額 

１ 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸及び管理又は監督の地位にある職員の俸給月額の特別調整

額表は政令で定めることとし、会計検査院の職員の占める官職に係るものにあっては、会計検査院の

意見を聴いて、政令で定めるものとすること。 

２ 会計検査院は、会計検査院の職員に関する１の政令の制定又は改廃について意見があるときは、内

閣に申し出ることができるものとすること。   

三 級別定数の設定及び改定 

１ 職務の級の定数の設定又は改定は、内閣総理大臣が行うものとし、会計検査院の職員に係るものに

あっては、会計検査院の意見を聴いて、行うものとすること。 



 

２ 会計検査院は、会計検査院の職員の職務の級の定数の設定又は改定に関し意見があるときは、内閣

総理大臣に申し出ることができるものとすること。 

四 一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の決定に関して苦情のある職員の審査の申立ては、

人事公正委員会に対して行うものとすること。   

五 職員が第二の三十二の１により派遣されたときは、その派遣の期間中、これに俸給、扶養手当、地域

手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給するこ

とができるものとすること。     

六 自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第十 国家公務員災害補償法の一部改正（第十条関係） 

一 自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

二 補償及び福祉事業の実施に必要な総合調整等は、内閣総理大臣が行うこととし、補償の実施について



 

不服がある者の審査の申立ては、人事公正委員会に対して行うものとすること。 

第十一 裁判所職員臨時措置法の一部改正（第十一条関係） 

裁判所職員について、国家公務員法、国家公務員の労働関係に関する法律等の規定の一部を準用する

こと等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第十二 外務公務員法の一部改正（第十二条及び第十三条関係） 

在外公館の長たる大使及び公使に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図る等のため、所要の規

定の整備を行うものとすること。 

第十三 国家公務員退職手当法の一部改正（第十四条関係） 

総務省から公務員庁に機能を移管すること等に伴い、退職手当審査会を公務員庁に設置すること等、

所要の規定の整備を行うものとすること。 

第十四 自衛隊法の一部改正（第十五条関係） 

自衛隊員に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、所要の規定の整備を行うものとする

こと。 



 

第十五 自衛隊法の一部改正（第十六条関係） 

自衛隊員について、退職管理の適正化を図るため、離職後の就職に関する規制を導入するとともに、

一部の自衛隊員の離職に際しての離職後の就職の援助等を行うため、所要の規定の整備を行うものとす

ること。 

第十六 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正（第十七条関係） 

一 派遣職員の給与は、派遣職員から当該職員の指定する者に支払うよう申出があった場合には、第九の

一にかかわらず、当該指定する者に支払うことができるものとすること。  

二 自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第十七 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正（第十八条関係） 

自律的労使関係制度を措置することに伴い、定義、職員団体等の法人格の取得及び認証機関等につい

て、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第十八 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正（第十九条関係） 



 

自律的労使関係制度を措置すること等に伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしてい

る事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第十九 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正（第二十条関係） 

一 休憩時間の置き方及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第七条第一項に規定する交替制

等勤務職員の能率の維持等を図るため必要な勤務時間中における一時的な作業を休止させるべき時間に

ついて、所要の規定の整備を行うものとすること。   

二 内閣総理大臣は、各省各庁の長が一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十三条第二項の規

定により正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずるに当たって留意すべき事項その他当該勤務を

縮減するために必要な事項についての指針を定め、これを公表するものとすること。  

三 自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第二十一 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正（第二十一条関

係） 



 

一 科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する専門的な知識又は技術を有する者を、選考に

より、任期を定めて職員として採用することができる場合について、所要の規定の整備を行うものとす

ること。   

二 自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第二十一 内閣府設置法の一部改正（第二十二条関係） 

一 公務員庁及び人事公正委員会の設置に伴い、内閣府の所掌事務等について所要の規定の整備を行うも

のとすること。 

二 内閣府設置法第四条第一項第十九号及び第三項第六十二号に掲げる事務については、特命担当大臣を

置き、当該事務を掌理させるものとすること。 

三 所掌事務の特例 

１ 内閣府は、国家公務員制度改革推進本部が置かれている間、公務員庁設置法附則第二項に規定する

国家公務員制度改革推進本部の事務をつかさどるものとすること。 



 

２ 第二十一の二の特命担当大臣は、国家公務員制度改革推進本部が置かれている間、１の事務を掌理

するものとすること 

第二十二 総務省設置法の一部改正（第二十三条関係） 

総務省から公務員庁に機能を移管することに伴い、総務省の所掌事務等について所要の規定の整備を

行うものとすること。 

第二十三 国家公務員倫理法の一部改正（第二十四条関係） 

一 国家公務員倫理審査会 

人事公正委員会に国家公務員倫理審査会（第二十三の二において「審査会」という。）を設置するこ

とに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。 

二 懲戒処分の指針の策定又は変更に関する意見の申出 

１ 内閣総理大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合に係る国家公務員法第七十八

条第三項の指針（２において単に「指針」という。）の策定又は変更に際しては、あらかじめ、審査

会にその内容を通知するものとすること。 



 

２ 審査会は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対

し、指針の策定又は変更に関し意見を申し出ることができるものとすること。 

第二十四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正（第二十五条関係） 

一 国家公務員制度改革基本法に基づき、人事交流の対象となる法人の拡大、手続の簡素化及び透明性の

向上のため、所要の規定の整備を行うものとすること。   

二 自律的労使関係制度を措置することに伴い、第二十四の三を除き、法律の委任に基づき人事院規則で

定めることとしている事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

三 交流基準の制定、人事交流の実施に関する計画の認定等は、人事公正委員会が行うものとすること。 

第二十五 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正（第二十六条関係） 

自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第二十六 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正

（第二十七条関係） 



 

自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第二十七 国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正（第二十八条関係） 

自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第二十八 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正（第二十九条関係） 

自律的労使関係制度を措置することに伴い、法律の委任に基づき人事院規則で定めることとしている

事項を政令で定めることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第二十九 国家公務員制度改革基本法の一部改正（第三十条関係） 

 一 内閣人事局及び公務員庁の設置 

１ 幹部職員の任用に係る適格性の審査及び候補者名簿の作成、幹部職員の人事に関する情報の管理並

びに幹部職員に係る目標の設定等を通じた公募による任用の推進の事務を内閣官房において一元的に

行うこととし、当該事務を行わせるために内閣官房に内閣人事局を置くものとすること。 



 

２ 総務省、人事院その他の国の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能について内

閣府に移管するものとし、当該事務を行わせるために内閣府に公務員庁を置くものとすること。 

３ 国家公務員制度改革基本法第十一条に規定する、法制上の措置について同法の施行後一年以内を目

途として講ずるものとする部分を削除すること。 

 二 国家公務員制度改革推進本部の事務 

   国家公務員制度改革推進本部に関する事務は、公務員庁において処理するものとすること。 

第三十 幹部国家公務員法の一部改正（第三十一条及び第三十二条関係） 

   適格性審査及び幹部候補者名簿の対象に自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含

めることとするほか、所要の規定の整備を行うものとすること。 

第三十一 附則 

一 施行期日（附則第一条関係） 

この法律は、平成二十六年四月一日（以下「施行日」という。）から施行するものとすること。ただ

し、第三の一、第十二（第十二条関係に係る部分に限る。）、第十四、第三十（第三十一条関係に係る



 

部分に限る。）等は、幹部国家公務員法の施行の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定

めるものとすること。 

二 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置（附則第四条関係） 

 施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二の三十一につい

ては適用しないものとすること。   

三 検討（附則第二十六条関係） 

 政府は、この法律及び国家公務員の労働関係に関する法律の施行の状況を勘案し、国家公務員法第二

条に規定する一般職に属する職員の給与に関し、法律の委任に基づき政令で定める事項の在り方につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

四 その他、この法律の施行に伴い必要となる経過措置等について定めるものとすること。 


